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野田市条例第１３号 

 

野田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 野田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成６年野田

市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

船形上原四地区

地区整備計画区

域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示され

た船形上原四地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められている区域 

 別表第２に次のように加える。 

船形上原

四地区地

区整備計

画区域 

流通地区 次に掲げる建築物以外の建築物 

１ 倉庫 

２ 工場（建築基準法別表第２(る)項第１号及

び第２号に掲げるものを除く。） 

３ 前２号に掲げる建築物に附属するもの 

沿道地区 次に掲げる建築物以外の建築物 

１ 店舗（専ら性的好奇心をそそる写真その他

の物品の販売を行うものを除く。）又は飲食

店でその用途に供する部分の床面積の合計が

５００㎡以下のもの 

２ 倉庫 

３ 前２号に掲げる建築物に附属するもの 

 別表第３に次のように加える。 

船形上原

四地区地

区整備計

画区域 

流通地区 １０分の２０ 

 

沿道地区 



 別表第４に次のように加える。 

船形上原

四地区地

区整備計

画区域 

流通地区 １０分の６ 

沿道地区 

 別表第５に次のように加える。 

船形上原

四地区地

区整備計

画区域 

流通地区 ２０，０００㎡ 

沿道地区 １，０００㎡ 

別表第６に次のように加える。 

船形上原

四地区地

区整備計

画区域 

流通地区 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道

路境界線又は隣地境界線までの距離は、次のと

おりとする。 

１ １号壁面線の表示がある箇所においては、

道路境界線までの距離は、５ｍ以上とする。 

２ ２号壁面線の表示がある箇所においては、

道路境界線までの距離は、３ｍ以上とする｡ 

３ ３号壁面線の表示がある箇所においては、

隣地境界線までの距離は、５ｍ以上とする。 

沿道地区 

 別表第７に次のように加える。 

船形上原

四地区地

区整備計

画区域 

流通地区 ３１ｍ 

沿道地区 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


